
  

令和５年１月１８日 

     保 健 福 祉 局 

 

小児・乳幼児接種実施医療機関各位 

 

 

【小児・乳幼児接種】新型コロナワクチンの初回接種が３月３１日までに 

完了しない場合について（お知らせ） 

 

 

 新型コロナワクチン接種の実施におきましては、日頃よりご協力をいただき、厚くお礼

申し上げます。 

さて、小児・乳幼児への新型コロナワクチン接種の初回接種については、小児（５歳か

ら１１歳）に対しては２回、乳幼児（生後６か月から４歳）に対しては３回の接種を実施

することとされています。 

一方、新型コロナワクチンの臨時接種期間は、現在のところ、令和５年３月３１日で終

了する予定であることから、令和５年１月以降に１回目の接種を行った場合、３月３１日

までに既定の回数を完了できない場合が生じることとなります。 

 このことについて、様々な事情により接種を完了できない場合の取り扱いに関する考え

方が、厚生労働省から別紙のとおり示されておりますので、たとえ臨時接種期間中に初回

接種が完了しない場合であっても、引き続き可能な限り、小児・乳幼児への初回接種を実

施していただくようお願いします。 

 なお、別途通知しております『【小児・乳幼児接種】４月１日以降の予約枠の設定等につ

いて（お願い）』にも記載のとおり、令和５年４月以降のワクチン接種について、国の方針

は未定の状況ですが、当該方針が決まり次第、改めてお知らせします。 

各位におかれましては、ワクチン接種をはじめ、新型コロナウイルス感染症への対応や

日常診療に大変ご多忙のところ恐縮ですが、引き続きのご理解、ご協力を賜りますようお

願い申し上げます。 

 

 

 ○臨時接種期間中に初回接種が完了できない場合の考え方 

別紙Ｑ３を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

北九州市新型コロナワクチン接種オペレーションセンター 

【電話番号】０９３－３８３－０７４７ 

【受付時間】９～１８時（平日・土曜） 
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